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D.商標権者が他人に商標の使用を許諾して受け取るロイヤリティの金額をその損

害とする。 

 

実務上、上記 A、B については、関連資料を提出し損害を証明するのは困難である

ので、上記 C、D に基づき計算するケースがよく見られ、特に刑事告発により侵害者が

起訴された場合、Cの方法に基づき損害賠償を請求するのが一般的である。Dの方法

については、仮に他人の使用許諾を与えたことがなければ、ロイヤリティ金額の

計算につき、争いになる可能性がある。その場合、同じ業界での事例を根拠に請

求することが可能である。C の方法については、「押収した商標権侵害に係る商品

の小売り単価の 500倍から 1500倍までの金額による」という方法が規定されてい

たが、2012年 7月 1日に施行された改正商標法では、最低損害額の「500倍」が

削除された。この改正により、現行商標法には、「小売り単価の 1500 倍以下の

金額」との上限額のみが残され、法院が押収された模倣品の個数に従い賠償金額を

言い渡す可能性があるので、損害賠償を請求する前に、どのような方法を根拠に請求

したほうが権利者にとって有利なのかを検討する必要がある。 

 

 

第二節 トレードドレスに基づく権利行使の留意点 

 

1.トレードドレスに関する裁判例や公平交易委員会の判断の傾向 

 

前述のとおり、台湾において、トレードドレスについては公平交易法第 20条及び

第 24条により保護される可能性がある。なお、これまでの裁判例や公平交易委員会

の判断の傾向を見ると、包装パッケージのデザインが真似されたとしても、包装パ

ッケージにおいて製造者の名称や異なる商標などが表示されている場合、消費者が

これらの表記により製造者、出所を識別することができるので、誤認混同を生じさ

せないとして、同法第 20条の模倣行為には該当しないと判断される傾向がある。同

条の立法趣旨は、営業における模倣行為に対し、立法当時の関連法令により対応で

きない不正競争行為を禁止することにあるが、実務上は、本条の模倣行為は厳格に

解釈されており、外観だけではなく、製造者の名称や商標までも同一又は類似する

場合に限り、同条規定の違反を構成すると認められる傾向がある。よって、不正行

為の告発や民事請求を行う際は、この点について留意した上で検討する必要がある。

第 20 条の要件に満たすか否かが不明確である場合、同法第 24 条も併せて主張する

方がよいと考えられる。 

 

また、知的財産権の権利者は、トレードドレスのほか、その他の知的財産権（例
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えば、商標権、著作権など）に基づき侵害を排除することができれば、実務上、そ

の他の知的財産権をもって判断する傾向がある。その中でも、商標権と著作権の侵

害は刑事犯罪を構成するので、これらの侵害行為に対し、刑事告訴を行い対応する

ことができる。刑事告訴を行った場合、警察当局は刑事犯罪を構成するかしないか

を調査するため、模倣品の購入、模倣品生産工場の立入捜査、模倣業者の呼び出し

など証拠取調べを行うので、自ら証拠資料を収集するよりも効果的である。よって、

公平交易法の規定は、補充的な保護手段であり、その他の知的財産権を所有するの

であれば、先に当該知的財産権を利用して対応すべきである。 

 

2.権利行使 

 

権利者は、公平交易法の第 20 条又は第 24 条に違反する者に対し、以下の請求を

することができる。 

 

 権利内容 

民事の請

求権 

・ 侵害の排除及び予防の請求権 

事業者が公平交易法の規定に違反し他人の権益を侵害するに至

った場合は、被害者はその侵害の排除を請求することができる。

侵害のおそれがある場合、侵害の予防を請求することができる。

（公平交易法第 30 条） 

 

・ 損害賠償請求権 

事業者が公平交易法の規定に違反し他人の権益を侵害するに至

った場合、損害賠償の責任を負う。ただし、請求権は、請求権

者が損害及び賠償義務者の存在を知ったときから 2 年間行使し

なければ消滅する。侵害行為があったときから 10 年を経過した

場合も同様とする。（公平交易法第 31 条） 

事業者が故意により不正行為を行った場合、裁判所は請求人の

請求により、証明された賠償金の 3 倍以内の範囲で懲罰的賠償

を定めることができる。（公平交易法第 32 条） 

 

刑事責任

の追及 

・ 表徴又は外国の著名商標を模倣した者が、中央主務官庁に指定

された期限を過ぎても当該違反行為を停止・改善せず、必要な

是正措置を採らない、又は一旦停止後再び同様若しくは類似の

違法行為をなした場合、当該行為者に対し 3 年以下の懲役、拘

留又は NT$100,000,000 以下の罰金又はその併科に処すことがで

きる。（公平交易法第 35 条 1 項） 
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行政責任

の追及 

・公平交易委員会は、公平交易法第 20 条及び第 24 条の規定に違反

する事業者に対して、期限を定め、当該行為の停止、改善又はそ

の他必要な是正措置を採るよう命じ、また、NT$50,000 以上

NT$25,000,000 以下の過料に処すことができる。また、所定の期

間内に、当該違反行為が停止、改善されず又は必要な是正措置が

採られかった場合、公平交易委員会は引続き期限を定め、当該行

為の停止、改善又は必要な是正措置を採るよう命じ、また、当該

行為を停止、改善又は必要な是正措置が採られるまで、回数に応

じて NT$100,000 以上 NT$50,000,000 以下の過料を連続して科す

ことができる。（公平交易法第 41 条 1 項） 

 

公平交易法第 20条及び第 24条については、公平交易法の規定に違反した者に対し

公平交易委員会が出した停止・改善要求が遵守されなかった場合に、初めて刑事責任

が発生する。よって、権利者としては、侵害を発見した場合、民事の差し止め請求及

び損害賠償の請求を行うことや、公平交易委員会に告発することが選択肢として考え

られる。また、先に公平交易委員会に告発し、同委員会が不正行為と判断してから、

侵害者に対し民事の損害賠償請求を行う方法もある。なお、損害賠償を請求する場合、

自社の損害額を証明できる資料を提出する必要がある。一方、侵害状況が深刻な場合、

一刻も早く侵害行為をやめさせたい場合、公平交易委員会への告発よりも、仮処分な

ど保全手続を利用するほうが効果的である。 






